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平成２８年度 税制改正等に関する要望書 
         平成 27 年 9 月 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

会長 國分 勘兵衛 

 

 

１．経済の好循環を実現する為の法人税改革について 

 （１）企業の競争力強化のため、法人実効税率の海外主要国並の 20％台まで

引き下げ 

  

２．企業の生産性向上・成長に資する税制措置 

 （１）投資促進の税制措置 

我が国の GDP の約７割はサービス産業で占められており、我が国経済の

成長には、サービス産業の活性化･生産性の向上が不可欠となっている。

「日本再興戦略」においても業種別施策として、IT 利活用、海外展開、

業務改善を求めている。マイナンバーへの対応や流通 BMS の普及拡大等

流通業のＩＴ化による生産性向上を図る観点からＩＴ設備投資の要件

を緩和し拡充すべきである。 

 

３．企業の活力強化を促す税制 

 （１）印紙税は速やかに廃止すべき 

印紙税は電子商取引やペーパーレス化が進展する中、文書を課税主体と

することに合理性がなく、時代に即していない税制である。電子化への

対応が比較的遅れている特定業界や中小企業に負担が偏っており、課税

上の不公平感が生じている。課税文書の判定が難しく事務負担が重いこ

と、一取引について何重にも課税されること等の制度上の問題点も多い。

そのため、印紙税は速やかに廃止すべきである。 

 

４．企業の成長を阻害する税の廃止について 

 （１）事業所税は廃止すべき（主に 30 万人以上の都市や政令都市などが課す） 

事業所税は、都市計画税が徴収される中にあって、すでにその目的を達

成している。また、都市間の公平性の観点から問題であるとともに、新

規開業や事業所の立地等を阻害する追い出し税となっている。さらに、

赤字企業にも課税される事業に対する外形課税であり、固定資産税との

事業活動 
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二重負担との指摘もある。課税算出根拠が「事業所面積」「従業員給与」

となっていることから、企業の成長に向けた前向きな活動を阻害してい

る。企業の成長を阻害している事業所税は、早急に廃止すべきである。 

 

 （２）法人事業税の外形標準課税の廃止について 

法人事業税の外形標準課税は、企業に固定的な負担を強いることから産

業空洞化を招くとともに「従業員給与」に課税することから雇用の維持

を困難にし、「賃金引上げ」を抑制している。企業の競争力強化や地域

活性化を阻害しているため、早急に廃止すべきである。 

      

５．女性の活躍促進・子育て世代の支援に向けた制度の見直し 

 （１）女性の働きたい意思を尊重した税制度の見直し 

現行の所得控除制度（基礎控除･配偶者控除･配偶者特別控除）は、累進

税率の下では高所得世帯ほど税負担が軽減されており、多くの子育層が

含まれている低所得世帯(年収 300～400 万円)には税負担の軽減効果は

少ない。このため、配偶者控除見直しにあたっては、基礎控除、配偶者

控除、配偶者特別控除を一本化し、所得額によらず税負担の軽減額が一

定となる税額控除制度に移行すべきである。また特定支出控除制度等の

活用により仕事と子育ての両立支援を税制度から確立すべきである。 

 

    ６．消費税引き上げに伴う課題 

     （１）消費税 10％への引き上げ 

財政再建は成長と歳出削減を車の両輪として取り組むべき。 

     

 （２）消費税 10%時に日本型軽減税率制度が導入されることについて 

        （増税分の一部を払い戻す還付制度） 

１）軽減税率の対象品目について 

酒を除く全ての飲食料品が一括して対象品目となるが、酒と食品の

ギフトセットなどの線引き問題や食品流通の多経路性に本当に対応

できる制度かどうか議論の深化を注視する。 

                  例）自販機の購買履歴はどうなるのか 

      

２）徴税システムは簡素でシンプルであるべきであるが、新制度は欧米

型のようなインボイス等の発行もなく事業者の負担は減るものの徴

税インフラに行政、小売業、外食産業、消費者のそれぞれにかかる

負担はそれでも大きい。費用の割りに得られる便益は少ないのでは



－ 3 － 

ないか。 

                                  

（３）消費税率 10％への引き上げ時に軽減税率を導入することに基本的に反

対ではあるが、軽減税率が導入される場合についての考えとして 

１）軽減税率の対象品目について 

酒を除く全ての飲食料品を一括して対象品目とする 

 （理由） 

社会保障財源に大きな影響が出るものの、対象品目の線引き等で国

民と事業者の混乱を防ぐ意味からも酒を除く全ての品目を一括して

対象品目とする。 

 

２）納税のための経理方式 

極力事務負担を軽減し、簡素な納税措置を求めて、インボイス方式

は回避し、現行の帳簿方式を基盤に個々の商品を税率毎に取引額を

区分けし税額を計算する。（納品書、請求書も税率区分で作成） 

 

３）消費税の軽減税率 

消費税の標準税率 10％に対し、軽減税率は現状の 8%とする。 

 

４）事業者間取引についての経過措置の継続適用及び税込価格への変更

を行う場合の端数処理方式の統一化。 

 

５）価格転嫁の確保を踏まえ消費税転嫁対策特別措置法に基づく外税表

示選択の恒久化。 

 

 

      

 

                                以上  
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「ＧＭＰ工場診断」と「食品表示基準の変更ポイント」を研修 

 ― 商品開発研究会 ― 

９月７日（月）日食協会議室に於いて幹事企業委員が参集して、商品開発研究会を開催し

た。今回は、（一財）食品環境検査協会が新しく事業として取り組む「ＧＭＰ工場診断」について

と「食品表示基準についての変更ポイントについて」の研修が主な内容であった。「ＧＭＰ工場診

断」は、（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会のＧＭＰ適合基準にそって（一財）食品環境

検査協会が各製造工場のＧＭＰ（Ｇｏｏｄ  Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｐｒａｃｔｉｃｅ）の達成度を診断すると

ともに未達成の部分についてコメントするものです。 

食品工場は診断結果を基に自社の管理体制の見直しや不十分な部分の補強等に役立てる

ことができます。（国は将来ＨＣＣＰ手法による衛生管理の義務化を目指し、昨年から管理運営

基準の見直しを行っています。）ＧＭＰはＨＣＣＰの基礎になるもので、各企業とも整備を進めて

おり、必要に応じてＩＳＯやＪＡＳなどの第三者認証の取得をしています。ただ現行の第三者認証

はコストが高いことが問題です。今回の制度は比較的リーズナブルなコストで缶びん詰、レトルト

食品に特化した管理状態の診断ができるのがメリットになっています。（以下詳細は資料参照）

また「食品表示基準についての変更ポイント」については、（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品

協会の土橋芳和常務理事が、旧制度からの主な変更点である①製造所固有記号の使用に係

わるルールの変更②アレルギー表示に係わるルールの変更③栄養成分表示④栄養強調表示

に係わるルールの変更④原材料名表示に係わるルールの変更についての詳細を資料に基づき

説明を行った。 

 

  
 

 

研修会会場 講師の土橋芳和氏と平川佳則氏 
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食品工場におけるＧＭＰの達成度診断について 
一般財団法人食品環境検査協会 

ＧＭＰ（Ｇｏｏｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｐｒａｃｔｉｃｅ）とは、適正製造規範と言われるもので、安全でより良い

品質の食品を製造するために、製造行程の管理や遵守事項を定めたものです。 

本会では、公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会が作成した「容器詰加熱殺菌食品を

適正に製造するためのガイドライン（ＧＭＰ）マニュアル」に基づき、食品工場における適正な製造に特

化した診断項目により食品工場のＧＭＰ達成度を診断する事業を開始いたしました。 

 

 

【事業の目的】 

平成２６年５月に「食品製造業者における衛生管理者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイ

ドライン）」が改正され、従来型の管理運営基準に加えてＨＡＣＣＰの管理手法を加えた新たな基準が導

入された。なお、平成２５年９月から厚生労働省が主催する「食品製造におけるＨＡＣＣＰによる工場管理

の普及のための検討会」が開催されており、平成２７年３月には「我が国におけるＨＡＣＣＰの更なる普及

方策について」提言がなされている。このように食品企業へのＨＡＣＣＰの導入については普及方策等、

検討の途に就いたところであり、今後徐々にその導入について方向付けされてゆくものと思われる。 

ＨＡＣＣＰの導入には、その土台となるＧＭＰ（適正製造規範）に基づくシステムの確立が重要であり、

ＨＡＣＣＰ導入に関わる作業工数もさることながら、その前提となるＧＭＰの確立、一般的衛生管理事項

の順守を達成するには、ハードウエアの整備のみならず、ソフトウエアの構築にも相当の作業工数を見

積もる必要がある。ＨＡＣＣＰの導入が難しいという側面には、実はＧＭＰという土台の構築に相当の作

業工数と費用を要している場合も多いという面もある。なお、ＨＡＣＣＰの原則の中で重要な要素である

ハザード分析についてはＧＭＰに基づく工程の管理が適切に行われていることを前提として実施されな

ければ、重要管理点で管理すべき「重要なハザード」が絞り込みにくいということがあろう。将来的にＨＡ

ＣＣＰを導入させるとしても、そのＨＡＣＣＰシステムは単独で機能するものではなく、広範囲なＧＭＰの

管理システムと連動させなければ健全に機能しないものと考えてよい。 

そこで本会は、缶詰等、容器詰加熱殺菌食品製造工場における製造管理のレベルアップに寄与する

ことを目的とし、食品製造管理の土台となる「食品工場のＧＭＰ」の達成度を客観的に診断する事業を開

始した。一般的衛生管理から始まり、容器詰加熱殺菌食品の製造に特化した項目を、中立、公平な第

三者の観点から診断する。内部監査では検出が困難な衛生及び製造管理における現状の問題点等を

受診者に把握してもらうことが目標であるため、診断のために新たな文書の作成や構造・設備等の変更

を要求するものではない。ＧＭＰの達成度は、診断結果から総合的に判定してレベル１からレベル５の５

段階で評価し、未達成事項に関する具体的なコメントを付記した書面にて受診者に報告する。また、昨

今社会問題にもなった異物混入への対策や、製品の品質劣化への効果的な改善のための提案を行う。 

 

【食品工場 GMP 達成度診断の概要】 

１．診断の流れ 

1）事前相談、診断の申請：診断の概要説明及び診断料金の見積、申請 

2）自己診断：全チェック項目について申請者による自己診断を行う。 
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3）書類提出：既存の書類のうち、指定するもの※に該当する書類を事前に確認する。 

4）実地診断：診断員が施設に立ち入り、管理状況を診断する（原則１日）。 

5）達成度判定、レポート発行：診断結果に基づき、GMP 達成度を判定する。 

※:工場図面、製造工程の概略、工場内で使用する洗浄剤・薬剤の名称、組織図、SSOP 文書

（衛生標準作業書 等）の写し、自己診断結果 

 

２．チェック項目について 

チェック項目は、「容器詰加熱殺菌食品を適正に製造するためのガイドライン」から、食品工場が達

成すべき１１０項目を抜粋した。 

１）要求事項の対象による分類；施設、工場の衛生管理、製造管理、作業者の衛生管理、機械器

具、製品管理、記録の保管に分類した。報告書ではこれらの分類毎の達成度をレーダーチャート

にて示し、強化が必要な分類を視覚的に把握できるようにする。 

 

図．レーダーチャートの例 

２）重要度による分類；チェック項目をその重要度によりＡ項目、Ｂ項目、Ｃ項目の３段階に分類した。

重要度に応じた評価を達成度に反映させる。 

３）チェック項目の例 

例１．工場内は汚染作業区域と準清浄区域、清浄区域に明確に区分けされているか。（施設） 

生産原材料、器械、ヒトなどからの汚染防止及び清浄度、温湿度管理のための施設の区分（ゾ

ーニング）が適切かを問うものであり、工場図面及びウォークスルーにて、ヒトとモノの動線に交差

等の不具合が無いかを診断する。 

例２．巻締機械の初期設定時に各巻締寸法の測定が行われているか。（製造管理） 

巻締機械が生産中に度々トラブルを起こし、頻繁に停止させて再調整を繰り返すことは生産効

率の低下を招き、また頻繁な器械調整は保守の面から好ましくないことから、セットアップ管理が十

分かどうかを「セットアップ管理記録」等にて確認する。 

例３．保菌者及び疾病に罹患した作業員に関する基準、服装・手洗いに関する基準が定められて

いるか。 

作業者からの微生物汚染及び異物混入防止対策を問うものであり、対策及び措置の基準があ

るか、その基準について作業員に対する周知（教育訓練）が適切になされているかを、記録やイン

タビューにより診断する。 

 

３．レベル判定について 

診断工場に該当するチェック項目に対する達成度を分類毎に評価し、達成の度合により達成

度レベルを５段階で評価する。ただし、製品品質を低下させる、又は摂取者に疾病若しくは障害を
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引き起こす可能性に直結する要因となる最重要項目（A 項目）に不適合が発見された場合は、そ

れ以外の項目の達成度に関わらずレベル３以下と評価する。 

 

４．診断結果レポートのイメージ 

 

 

５．手数料（税別） 

  初回診断料 100,000 円  容器形態・品目追加のオプション料金有り  

  ２回目以降  初回診断料×0.8 

 

 

お問い合わせ先 

一般財団法人食品環境検査協会    http://www.jiafe.or.jp 

仙台事業所  〒982-0023 仙台市太白区鹿野 3-14-7    TEL 022-249-6878  FAX 022-249-6927 

東京事業所  〒136-0082 東京都江東区新木場 2-10-3  TEL 03-3522-2331  FAX 03-3522-2330 

横浜事業所  〒231-0003 横浜市中区北仲通 2-15      TEL 045-201-7031  FAX 045-201-9022 

清水事業所  〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39  TEL 054-353-0181  FAX 054-352-4403 

神戸事業所  〒650-0045 神戸市中央区港島 3-2-1     TEL 078-302-7771  FAX 078-302-5321 

福岡事業所  〒812-0032 福岡市博多区石城町 15-24   TEL 092-291-9851  FAX 092-291-9850 

http://www.jiafe.or.jp/
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パインアップル缶詰 平成２７年度「開缶研究会」開催 

―９月２４日 ― 

（一社）日本パインアップル缶詰協会は、９月２４日（木）、スクワール麹町において平成２７年度

の開缶研究会を開催した。国産（沖縄）５缶（昨年６缶）、輸入缶２５缶（咋年２６缶）合計３０缶を

開缶し、日食協の商品開発研究会のメンバーを含む参加者が香味、色沢、肉質、形態、その他

の５項目について２５点満点（各項目５点）で品評した。この研究会は昭和３５年以来の恒例行事

としてパインアップル缶詰の品質の向上と表示基準規格の遵守をねらいとして内外のパインアッ

プル缶詰を持ち寄って審査・評価を行っているもの。表示審査及び計量審査は（独）農林水産消

費安全技術センター及び（一財）食品環境検査協会の専門家に依頼し行い講評した。今回も品

質面での問題はなく全般的に高品位であった。品評結果の平均点は（２５点満点）、国産（沖縄）

１８．１４（最高１８．７９、最低１７．６８）、輸入は１７．３７（同２０．５４、同１５．４５）であった。 

また、会場には調査広報委員会活動の一環として、料理缶詰の開発に取り組んでいるが今回

は、パインクラッシュ缶詰を活用した「パインとホタテの炊き込みライスの素」が用意され試食を行っ

た。このほか協会が毎年実施しているパインアップル缶詰を使用した料理コンテストで（今年は応

募総数５３１点の中から）選ばれた最優秀賞１点と優秀賞２点、及び料理研究会が開発したデザ

ートがシェフの手で調理され試食を行った。懇親会の冒頭で柘植茂晃専務理事は、「平成元年

の協会設立以来、品質が良くなり、国産は平均で輸入品を上回っている。品質向上に成果を上

げている。表示などコンプライアンスをしっかりすることも目的のひとつ。平成２１年に補助金で建

設した沖縄県東村の新工場は、計画通り生産できていないのが問題。原料搬入は８月～１１月に

限られているため、１２月～７月はパイン缶詰を生産できない。料理缶やジュースなど毎年４～５種

類作っている。今年は最大供給国のタイの生産がタイトな状況のため、フィリピン、インドネシア、

マレーシアなどの輸入品全体の価格が高騰しているが、輸入各社は前年並の輸入量を確保して

いる。農林水産省などが推奨している『毎日くだもの２００ｇ運動』に参加しているが、欧米人は日

本人よりも３倍食べている。これは生果だけでなく、日常料理に使って食べているから。今後もパイ

ンを使ったメニューを提案していく」と述べた。 

 

 
パインアップル缶詰開缶研究会会場 



－ 9 － 

第３８回異業種交流委員会開催 

 ― ９月２５日 ― 

第３８回異業種交流委員会が、平成２７年９月２５日（金）午後３時から両国のライオンエンジニ

アリング（株）会議室にて開催された。委員会は今回の当番幹事団体である全卸連（全国化粧品

日用品卸連合会）の藤原愛三常務理事の司会進行で始まり、最初に全卸連異業種交流委員

会委員長の秋葉吉秋氏（（株）秋葉商店）が開会の挨拶を行い、ついで各団体から準備した議

題内容を報告し、それぞれ質疑応答を行った。 

各団体からの報告事項は以下のとおり。 

 

①（一社）日本加工食品卸協会 

 ・トラック運送業における適正取引推進ガイドラインの改正について 

 ・日本トイザらス（株）に対する審決について 

 ・日本卸売学会に設立について 

②全国医療用品卸商協同組合 

 ・「価格変更時（納品価格）の問題点」について（特に、オープン価格について） 

 ・「食品の賞味期限の緩和状況と機能性食品の現状」について 

③全国米穀販売事業共済協同組合 

・「取引実態調査」の結果報告 

 ・マイナンバー制度について 

⑤全国化粧品日用品卸連合会 

 ・「日用品における返品削減の進め方手引書」について 

 

異業種交流委員会 出席者名簿 

（敬称略） 

 役 職 氏 名 

（一社）日本加工食品卸協会 
専務理事 奥山 則康 

事業部長 宇津宮功一 

全国菓子卸商業組合連合会 
専務理事 酒井 宏通 

 中橋 伸幸 

（一社）日本医薬品卸業連合会 

大衆薬総務専門委員 林  善和 

大衆薬総務専門委員 関  光彦 

企画調査部 次長 杉浦 隆至 

全国医療用品卸商連合会 
理事 小川  實 

流通委員 大和 利幸 

全国米穀販売事業共済協同組合 
常務理事 石原 一郎 

業務部長 木下  誠 

全国化粧品日用品卸連合会 

異業種交流委員会委員長 秋葉 吉秋 

専務理事 川上 和伸 

常務理事 藤原 愛三 

事務局長 薄井 吉則 
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異業種交流委員会資料 
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みかん缶詰 平成２７年度「技術研修会」開催 

― １０月２日 ― 

日本蜜柑缶詰工業組合は、１０月２日（金）東洋食品工業短期大学会議室において平成２７

年度の技術研修会を開催し、日本蜜柑缶詰工業組合に所属する製造企業の技術者や日食協

商品開発研究会の企業が参加した。研修内容は、午前中にみかん缶詰の市販品を開缶し（国

内産２３缶・輸入産５缶  合計２８缶）参加者がそれぞれ形態・肉質・色沢・香味について５点法

（２０点満点）で採点した。午後の部は、冒頭に日本蜜柑缶詰工業組合の武井建登理事長が挨

拶し、「現状国内みかん缶詰市場は、輸入品が８５％、国産が１５％である。国際化の中で安い製

品が市場シェアをとるのはやむを得ないところではあるが、国産として高品質を維持し、付加価値

を高めて市場を守りたい。そのためには技術者としてコストダウンを意識して欲しい」と述べた。つ

いで市販品の開缶講評を一般財団法人食品環境検査協会神戸事業所の広瀬所長が行い、

「国産は肉質が柔らかく、輸入品は形態の評価が高い」といった内容と評価点数について報告し

た。ついで講演の部に入り、（株）タイショウテクノスから「柑橘由来ポリフエノール  林原ヘスペリン

ジ」について「みかん」のもつ機能性食品について報告があった。次に（一社）日本加工食品卸協

会奥山専務理事が「社会最適装置としての食品卸売業  ～環境対応業  食品卸の軌跡と未来

～」と題して林周二先生の「問屋無用論」という理論に対して食品卸は何を存立基盤に進化し発

展してきたのかを講演した。最後に、（一財）食品環境検査協会の平川佳則部長が「みかん缶詰

の表示について」と題して平成２７年４月から施行された食品表示法に基づき具体的にみかん缶

詰の表示の改正内容を講演し閉会した。 

 

 

  

 

 

 

みかん缶詰技術研修会会場 
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